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   情報通信基盤の整備 ～超高速ブロードバンド整備の取り組み～   

［県の支援の考え方］    民間事業者による超高速ＢＢ整備が見込まれない地域において、市町村のニーズに応じて財政支援を行い、未整備地域の解消を図る。 
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【公設方式】 地域情報化推進交付金 （新規） 
 

 市町村が事業主体となって行う超高速ＢＢ整備を、交付金によって支援する。 
 
     ［事業実施主体］市町村（国１/２又は１／３、市町村１/２又は２／３（過疎債）。県は１/２０相当を後年度支援） 
         平成３０年度当初予算額           ０千円  
         債務負担行為（平成３１年度）   ３５，２５０千円（大豊町） 
 
          交付金は、事業完了の翌年度から最長５年間にわたって交付し、市町村は管理運営等の経費に充当 

【民設方式】 情報通信基盤整備事業費補助金 （継続） 
 

 市町村が補助を行うことで民間事業者が超高速ＢＢを整備する場合に、その事業費の一部を補助する。 
     ［補助率］１/１０  ［事業実施主体］民間事業者 
          平成３０年度当初予算額      ３１，３６０千円（仁淀川町） 
          債務負担行為（平成３１年度）  ２３，１２０千円（土佐清水市） 
          平成２９年度  繰越         １５，５８０千円（三原村）  
    

 
 

               情報政策課 
 

     Ｈ３０当初予算額 ３１，３６０千円 
     債務負担行為額  ５８，３７０千円 

平成30年5月30日 中山間総合対策本部会議 

整備方法 

県交付金

補　助　対　象　事　業　費

国補助　（1/2） 過疎債　（1/2）

交付税措置　【70％】
（35/100）

市町村負担【30％】
（15/100）

(1/20)

補　助　対　象　事　業　費

事業者負担
県補助
（1/10）

過疎債　（9/10）

交付税措置　【70％】
（63/100）

市町村負担　【30％】
（27/100）

 
 
 

未整備地域が残る市町村の状況 

区 分 市 町 村 未整備地域・今後の整備予定等

大 豊 町
　H30：第１期（1/2）整備
　H31：第2期（1/2）整備予定
　光＋無線

大 川 村

　H27～29：村営住宅（2地区:39世帯）
　H29：一部世帯の整備（19世帯）
　H30：基本設計
　H31～：整備予定

仁 淀 川 町
　H29～30：整備中
　光＋無線

三 原 村
　H29～30：整備中
　光

高 知 市 　旧鏡村・土佐山村の全域

い の 町 　旧吾北村・本川村の全域

安 芸 市 　市中心部、国道55号沿線以外

土佐清水 市

　市中心部（清水～竜串）以外未整備
　H30～31：第1期（1地区）整備
　H31～34：第2～4期（6地区）整備予定
　光

香 美 市
　旧香北町（国道195号沿線以外）
　旧物部村（大栃以外）

越 知 町 　町中心部以外

宿 毛 市 　沖ノ島、橋上地区

佐 川 町 　黒岩（瑞応・中野・四ツ白等）地区

①全域
  未整備

②旧村全域
  未整備

③中心部以外
  未整備

④一部
  未整備

 
 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
　　市町村訪問

　　　　（整備計画や意向調査） 　　　（市町村と連携し、整備に向け具体的な検討） 事業実施に向けた事前調整
　　　国への要望活動

市町村と連携し、予算確保に向けた要望
　　情報共有

工程表により整備方法や費用、期間等を市町村と共有、整備に向けた検討を行う。

事業者に対する見積もりの依頼

今年度の取組 
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南海トラフ地震を視野においた中山間地域の安全・安心の確保について 

１．基本方針 

○中山間地域においては、大雨や地震により土砂災害が発生した場合、交通の寸断や通信の途絶により、非常に多くの集落が孤立することが想定される。 

 一方、沿岸部においても、地震、津波によって交通が寸断され、多くの集落が孤立することが想定される。 

 

○また、道路啓開計画においても、長期間孤立する恐れのある集落が複数あるとされ、対策として代替の交通手段を確保することが必要とされている。 

 

○そのため、中山間部や沿岸部において道路が寸断されて孤立した場合に備え、交通手段としてのヘリポート、通信手段としての衛星携帯電話や無線機の確保

対策に取り組む。 

２．対策の状況及び支援制度 

（危機管理部） 

※（  ）内は累計 

対策の
状況 

  ～平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度以降 県支援制度 

ヘ リ  ７７箇所、２４市町村、１団体 
 ※うち集落活動センター５箇所 

 ４箇所、４市町村 
 （８１箇所、２５市町村、１団体） 

 １８箇所、１０市町村予定 
 （９９箇所、２７市町村１団体） 

 ７箇所、３市町村予定 
 （１０６箇所、２７市町村１団体） 

 緊急用ヘリコプター離着陸場 
 整備事業費補助金 
 （補助率：2/3） H25年度～Ｈ30年度 
地域防災対策総合補助金へ移行予定 
Ｈ31年度～  

通 信 

 ・衛星携帯電話 
 １６７台、２７市町村 

 
 ・衛星携帯電話 
 １７台、４市町村 
 （１８４台、２８市町村） 

                ・衛星携帯電話 
                ２８台、１１市町村 
                （２１２台、２８市町村） 

 地域防災対策総合補助金 
 （補助率：1/2）Ｈ25年度～   ・無線機 

 １０５４台、３０市町村 

 
 ・無線機 
 ２２台、３市町村 
 （１０７６台、３１市町村） 

                ・無線機 
                １５３台、１１市町村 
                （１２２９台、３１市町村） 

集会所 
耐震化 

 耐震診断： ６５箇所 
    設計：１５５箇所 
    改修： ９９箇所 
        ７市町村 

 耐震診断： ５５（１２０箇所） 
    設計： １８（１７３箇所） 
    改修： １１（１１０箇所） 
      ９市町村（１２市町村） 

 耐震診断： ２９（１４９箇所） 
    設計： ３８（２１１箇所） 
    改修： ３２（１４２箇所） 
     ８市町村（１２市町村） 

 耐震診断： １６（１６５箇所） 
    設計： １６（２２７箇所） 
    改修： １６（１５８箇所） 
     ５市町村（１３市町村） 

 地域集会所耐震化 
 促進事業費補助金 
 （補助率：診断・設計：1/4、 
 改修：3/10）H26年度～  

避難所 
運 営 

 マニュアル作成 
   １５９箇所、２６市町村 

  
 マニュアル作成 
   ２７９箇所、３０市町村 
   （４３８箇所、３４市町村） 

 マニュアル作成 
   １８４箇所、２４市町村 
   （６２２箇所、３４市町村） 

 マニュアル作成 
   ５２８箇所、３４市町村 
   （１１５０箇所、３４市町村） 

 避難所運営体制整備 
 加速化事業費補助金 
 （補助率：2/3）H28年度～ 
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①救急医療体制の確立 

③在宅医療の推進 

④訪問看護サービスの充実 

◆ドクターヘリの円滑な運航 
  ・運航支援、搭載医療機器の整備 

◆転院→退院→在宅の流れを支援する仕組みづくり 
  ・地域連携ICTを活用した病院、診療所の連携強化 
  ・医療機関連携情報システムを活用した病院間の連携強化 
  ・退院支援指針を活用し、急性期から回復期、在宅へと円滑な流れを 
   推進するため、医療・在宅関係者の人材育成・連携強化 
  ・広域的な退院調整ルール運用等への支援 
◆病院機能の分化の促進 
  ・介護療養病床から介護医療院への円滑な移行 

⑤在宅歯科医療の推進 

  ・新人・新任の訪問看護師への研修と継続的な育成支援  
  ・訪問看護ステーション連絡協議会による派遣調整、不採算地域への 
   訪問看護に対する支援 
  ・訪問看護師によるあったかふれあいセンター利用者への 
   訪問看護事業の紹介及び健康相談 
  ・訪問看護ステーション未設置の市町村や事業所等へ、 
   サテライト事業所設置の働きかけ 

  ・医科・介護等との連携、相談窓口、訪問歯科診療の調整機能強化 
  ・各地域における歯科医療従事者の対応力向上研修等の実施 
  ・歯科衛生士養成奨学金の創設 

②へき地医療の確保 

  ・医療従事者の確保 
   （自治医科大学、大阪医科大学、聖マリアンナ大学など） 
  ・医療従事者への支援（適正配置、勤務環境の整備、研修機会の確保） 
  ・へき地診療所・へき地医療拠点病院に対する支援 
  ・総合診療専門医の養成プログラムの課程で医師不足地域の医療機関 
   で勤務 
 ・無医地区巡回診療事業に対する助成 

 

①在宅医療への薬局・薬剤師の参画の推進 

・医療・介護関係者と地域の薬局・薬剤師が連携する体制の整備 
・薬局間連携により在宅医療に参画できる体制の整備 
・在宅医療に取組む薬剤師の養成とスキルアップ 
・高知家お薬プロジェクトの取組み拡大（高知県全域） 

 

②国民健康保険調整交付金、後期高齢者医療調整交付金を 
  活用した支援 

  ◆市町村が実施する以下の取組の支援 
    ・国民健康保険被保険者を対象とした特定健診等の受診率向上策や 
     生活習慣病予防策、健康教育、健康相談など 
    ・後期高齢者医療被保険者を対象とした健康相談や体操教室など 

③健康づくり団体連携促進事業の推進 

  ・地域の複数の健康づくり団体の連携した取り組みを実施する市町村 
     事業への支援 

①地域の特産品づくり・販売への営業許可・食品衛生の支援 

・ジビエや地域で生産される農産物等の加工・販売について、必要な 
 食品の営業許可・食品衛生への助言 

②食品総合衛生管理認証制度の推進 

・HACCPに基づく衛生管理に段階的に取り組めるよう、科学的根拠 
 に基づいたアドバイス 
・基準を満たした施設を認証、衛生管理の高度化を支援    
   

平成30年度 健康政策部における中山間対策事業の概要 

ビジネスの推進（衛生管理） 

健康づくりの推進 医療の確保 
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（１）医療の確保 

40歳未満の医師の推移 初期臨床研修医の採用数の推移 

ドクターヘリ出動件数 

中山間地域等訪問サービス提供数 寄附講座受講状況 

（２）健康づくりの推進 

177 177 135 137 143 153 190 

517 474 465 414 390 364 362 

0 

200 

400 

600 

800 

30～39歳 30歳未満 

  件数 回数 前年度比 

H25年度        746      3,979    

H26年度        908      4,933  24.0%増 

H27年度     1,264      7,642  54.9%増 

H28年度     1,470      9,055  18.5%増 

H29年度     1,564    10,188  12.5%増 

    新任期 新人期 その他 計 

H27年度 後期 6 ー 5 11 

H28年度 
前期 5 

1 
5 

25 
後期 3 11 

H29年度 
前期 1 

6 
8 

28 
後期 0 13 

H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29  

375件  450件  524件  550件  748件  806件  748件  

福祉保健所等 安芸 中央東 中央西 須崎 幡多 高知市 総計 

薬局数（30.3.31） 32 55 46 28 44 194 399 

高知家健康づくり 
支援薬局数 

23 36 27 19 17 142 264 

71.9% 65.5% 58.7% 67.9% 38.6% 73.2% 66.2% 

かかりつけ薬局 
（四国厚生支局届出数） 

(H30.3.1) 

10 28 25 13 17 89 182 

31.3% 50.9% 54.3% 46.4% 38.6% 45.9% 45.6% 

在宅患者訪問薬剤管理 
指導料算定薬局数 

（H28.7 県薬剤師会調べ） 

5 9 11 2 4 64 95 

15.6% 16.4% 23.9% 7.1% 9.1% 33.0% 23.8% 

高知家の薬局の状況（H30.3.31) 
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44 
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高知大学医学部附属病院 その他の基幹型臨床研修病院 
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（１）医療・介護・福祉等のサービス資源のさらなる充実・強化 

       ①あったかふれあいセンターの整備と機能強化 
        ・あったかふれあいセンターの整備 
     （H29年度：29市町村43拠点214サテライト→H30年度：31市町村48拠点233サテライト） 

      ・医療・介護との連携の取組のさらなる拡大 
     （    看護師や薬剤師によるセンター利用者への健康相談の実施等） 

    ②あったかふれあいセンターと集落活動センターの連携強化 
          あったかふれあいセンターの機能強化と集落活動センターの支え合いの 

      仕組みづくりとの連携による生活支援の充実・強化 

   ③中山間地域における介護・障害福祉サービスの確保等 
      中山間地域の利用者に対する訪問介護サービス等の提供への支援 など 

     ④中山間地域における介護人材の確保対策の強化 
     ・職員の負担軽減と業務の効率化による生産性の向上を図るため、福祉機器等の 
      導入支援を強化 

         ・移住者への資格取得の支援 

     ・柔軟な就労が可能な働きやすい職場づくりによる多様な介護人材の確保 

     ・人材の不足感がより強い中山間地域等の住民を対象に、介護資格の取得を支援 

     ・認証取得に向けた事業所への支援を通じた人材が確保、定着できる魅力 

      ある職場づくりの推進 

（２）サービス間の連携を強化する仕組みづくり 

   ①高知版地域包括ケアシステム構築のための推進体制の強化 
      医療・介護・福祉の接続部を担う人材（ゲートキーパー）や 
      連携に向けた仕組みの機能強化 

   ②円滑な在宅生活への移行に向けた医療と介護の連携 
       入退院時の引継ぎルールの運用・定着への支援 など 

 

～「高知版地域包括ケアシステム」の構築～ 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

  医療・介護・福祉等のサービス資源の整備が 
進みつつあるが、サービス間の連携が十分で 
ない場合がある。 
 
＜今後の取り組み＞ 
（１）医療・介護・福祉等のサービス資源のさらな
る充実・強化 
（２）サービス間の連携を強化する仕組みづくり 

 現 状（中山間地域を取り巻く状況）   

中山間地域における在宅生活の希望を叶える高知型福祉の拠点づくり 地域福祉部 

 平成30年度の取組み 

あったかふれあいセンター 
（31市町村 48拠点 233サテライト）  

①見守りをかねた配食サービス 
②移動支援 など 

◎地域における生活支援サービス  
 の担い手 
 あったかふれあいセンター、 
  集落活動センター、民間事業所、   
  社会福祉協議会、シルバー人材
センター、ボランティア、NPO等 

＊地域包括ケアシステム 

  地域住民に対する医療・介護・福祉などのサービスを、 

  関係者が 連携・協力して一体的・体系的に提供する 

  体制のこと 

＜人口の減少＞  高知県全体     S35年：854,595人  →  H27年：728,276（△14.8％） 

             うち中山間地域  S35年：537,327人 → H27年：285,379（△46.9％）  

＜高齢化率＞（平成27年国勢調査） 

・   全国平均      26.6％ 

・   高知県平均    32.8％（全国２位） 

・  うち過疎地域平均 41.7％  

＜要介護認定の状況＞ （介護保険事業状況報告（H30.2月分）） 

  

  課 題 

新 

拡 ＜これまでの基本機能＞ 
・生活支援サービスの提供 
・介護予防やサロン活動等のサポート 
・地域の見守りネットワーク 
・市町村や専門機関へのつなぎ 

集落活動センター 
（28市町村 47カ所）  

①農林水産物の生産・販売 
②特産品づくり・販売 
③観光交流活動・定住サポート 

新 

新 

高知版地域包括ケアシステム構築の推進 

一人ひとりに応じた適切なサー
ビスが提供できる切れ目のない

ネットワーク 

生活支援・介護予防 

介護・障害福祉
サービス 医療 

｢あったかふれあいセンター｣の機能強化 
 ・介護予防の取組の充実、認知症カフェの設
置推進、子育て支援サービス（子ども食堂、親
子の集いの場など）の充実、ショートステイサー
ビスの提供、障害者支援の取組の充実 

地域包括支援センター 

退院調整の実施 

拡 

拡 

拡 

＜高齢者世帯に占める独居世帯の割合＞ （平成27年国勢調査）  

      全国平均：26.1％  高知県平均：34.4％ 

認定
者数

 認定
 割合

認定
者数

 認定
 割合

認定
者数

 認定
 割合

認定
者数

 認定
 割合

高知市 5,119 5.4% 7,423 7.8% 6,464 6.8% 19,006 20.1% 94,769

高知市以外 5,524 3.7% 10,105 6.8% 11,272 7.6% 26,901 18.0% 149,111

要支援１・２ 要介護１・２ 要介護３・４・５ 計
区域
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日々の暮らしを支える 
高知型福祉の仕組みづくり 

病気になっても安心な 
地域での医療体制づくり 

介護等が必要になっても地域で 

暮らし続けられる仕組みづくり 

在宅療養・施設介護 リハビリ・退院 発病・入院治療 日常生活・予防 

  さらなる連携の強化のため、関係者で構成する「地域包括ケア推進協議体」を地域地域に設置 

  各福祉保健所の推進体制を強化（「地域包括ケア推進監」「地域包括ケア推進企画監」を配置） 

  
 かかりつけ医が個々

の状態に応じて在宅、
入院、介護など必要
な支援につなげる 

 
 総合診療専門医の養

成を支援 

 
 
地域包括支援セン
ターが地域の相談窓
口となり必要な支援
につなげる 
 
 
 地域包括支援セン

ターの機能強化等
を支援 

本人の意向に沿ってＱＯＬを向上させることを目指した「高知版地域包括ケアシステム」を構築！ 

＜在宅医療の推進＞ 

○中山間地域の訪問看護サービスの
確保 

○在宅歯科連携室が相談窓口となり
訪問歯科診療を支援 

 訪問薬剤管理体制の強化 

＜介護サービスの確保＞ 

○中山間地域の介護サービスの確保 

 自立支援等に取り組む事業所の育
成を支援 

 防災対策の観点も踏まえ、療養病
床の転換を支援 

拡 

新 

＜介護予防と生活支援サービス 
 の充実＞ 

  
 あったかふれあいセンターの整

備・機能強化 

 住民主体の介護予防活動の 
 支援 

 認知症の早期発見・診断・対応
の体制整備 

ゲートキーパー 

ゲートキーパー 

連携の仕組み 
づくり 

あったかふれあいセンター等
が支援を必要とする高齢者等
を地域包括支援センターにつ
なげる 
 
  要支援高齢者等を把握する
ための仕組みづくり 

ゲートキーパー 

拡 

拡 

＜救急医療体制の確保＞ 

 ○ドクターヘリの安定的 
  運航を確保 

 ○若手医師の育成 

 ○こうち医療ネットなど、Ｉ
ＣＴの活用 

＜入院から在宅生活への
円滑な移行＞ 

○退院後も必要な介護
サービスが受けられる
よう、病院と介護関係
者間の引継ぎルールの
策定・運用を支援 

○患者に関わる様々な職
種や事業所間での情報
共有のため医療介護連
携情報システムを活用 

新 

拡 

拡 

新 

新 

現
状 

○あったかふれあいセンターの整備   (H21年度) 22市町村、 
    28か所 ⇒ (H29年度) 29市町村、43か所＋214サテライト 
○中山間地域等への在宅介護・訪問看護サービス提供数 
  在宅介護の実利用者数(H23)   467人 ⇒（H28）  649人 
  訪問看護提供回数  （H25） 3,979回 ⇒（H29）10,188回 
○県内初期研修医採用数 （H21）    36人  ⇒（H30.4）   52人   

こ
れ
ま
で

の 

成 
 

果 

○人口の減少や高齢化が進み、単身や高齢者の世帯が増加 

○あったかふれあいセンターや地域福祉アクションプラン 
 などを通じ、地域の見守りネットワークが広がりつつある 

○都市部と中山間地域の医療提供体制には大きな差がある 

課 
題 

○介護予防や日常生活を支援する多様なサービスの 
   提供体制の整備によるQOLの向上 
○あったかふれあいセンターのサービス提供機能の 
   充実・強化 
○在宅医療を選択できる環境の整備 
○円滑な在宅生活に向けた医療と介護の連携 

地域地域で安心して住み続けられる県づくり 
 ～「高知版地域包括ケアシステム」の構築～ 

10年後の姿 
(H37年度末) 

県内どこに住んでいても必要な医療、介護サービスを 
受けられ、健やかに安心して暮らしています。 

拡 

＜ゲートキーパーとは＞ 
 医療・介護・福祉の連結部を
担う人材。高齢者等に必要な
サービスをつなぐ役割を持つ。 

新 
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地域福祉政策課、高齢者福祉課、健康長寿政策課 
医師確保・育成支援課、医療政策課、医事薬務課 
H30当初予算額 2,378,050千円 

地域福祉政策課、高齢者福祉課、健康長寿政策課 
医師確保・育成支援課、医療政策課、医事薬務課 
H30当初予算額 2,378,050千円 

  「高知版地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組み「これまで」と「これから」 

今
後
の
取
り
組
み 

日々の暮らしや医療・介護などにおける支援が必要な方に対する 
地域地域での「受け皿」が不足  

  各地域の医療・介護・福祉等の資源が、切れ目のないネットワークでつながっている「高知版地域包括ケアシステム」 

   が構築され、本人の意向に沿った形でＱＯＬが向上している。 

目
指
す
姿 

背
景 

 結果として･･･   

◇療養病床が全国平均の約2.5倍 
◇病院の退院支援担当者の意見(右図） 
「療養病床（介護療養を含む）の入院患者のうち、 
 36.6 ％は療養病床以外の施設が相応しい。」 ※出典 H27高知県療養病床実態調査結果 

    （医療療養・介護療養） 

36.6% 

 
■訪問看護体制の拡充 
 ＊訪問看護ステーション数 
  H25:45箇所→H29:65箇所＋ｻﾃﾗｲﾄ３箇所   
■訪問歯科体制の拡充（H22～） 
■救急医療体制の強化 
 ＊ドクターヘリの出動件数（離着陸場所） 
   H23:375回(237箇所)→H28:806回(269箇所) 

■あったかふれあいセンターの整備と機能強化 
 ＊あったかふれあいセンター設置数  
  H21:28拠点 → H29:43拠点214ｻﾃﾗｲﾄ 
■住民主体の介護予防の仕組みづくり 
 ＊住民主体の介護予防活動の取り組み 
  H23:959箇所 → H28:1,407箇所  

 
■計画的な介護サービスの確保 
■中山間地域の介護サービスの確保 
 ＊訪問介護サービス事業所数 
  H22:206箇所→H29:227箇所   
■介護予防強化型サービス事業所の育成支援 
 ＊介護予防強化型サービス提供の取り組み 
  H27:１市2事業所→ H29:６市町８事業所 

    

こ
れ
ま
で
の 

主
な
取
り
組
み
と
成
果 

これまでは地域地域で医療・介護・福祉のサービスの充実に注力 
介護等が必要になっても 

地域で暮らし続けられる仕組みづくり 
病気になっても安心な 
地域での医療体制づくり 

日々の暮らしを支える 
高知型福祉の仕組みづくり 

・過疎高齢化が進んでいる中、地域の支え合いの力が弱まっている。 
・医療提供施設へのアクセスが不利な中山間地域が多い。 
・訪問や送迎に時間を要することなどから、多様な介護ニーズが 
 あるにもかかわらず、事業者参入が進んでいない地域もある。 

   療養病床が「受け皿」となってきた 

サービス間の連携を強化する仕組みづくり 

医療・介護・福祉等のサービス資源の 
さらなる充実・強化 

■「高知版地域包括ケアシステム」構築のための推進体制を強化します。 
■医療・介護・福祉の接続部を担う人材（ゲートキーパー）の機能強化を図ります。 
■さらなる連携の強化のため多様な関係者が連携・調整を行う地域包括ケア推進協議体を 
 設置します。 

■地域地域で必要なサービスが確保できるようこれまでの取り組みを充実・強化します。 

   これまで取り組んできた医療・介護・福祉等のサービス資源を整備する取り組みをさらに充実・強化するとともに、 
   一人ひとりの状況に応じた適切なサービスにつなぐための連携を強化し、地域で住み続けられる仕組みをつくる。 

課題２ 

課題１ 
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「可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができる地域の包括的な支援・サービス提供体制」＝「地域包括ケアシステム」

の構築に向け、これまで、様々な取り組みを実施

3   平成30年度の取り組み

高知県独自の推進体制等により地域包括ケアシステムの構築を目指す「高知版地域包括ケアシステム」を平成30年度から強力に推進

左記の取り組みを基礎として、
 ・それぞれの取り組みが有機的に連携できているか
 ・それぞれの地域ごとに、必要な機能が十分な量で確保されているか
    ↓
それぞれのパーツとしては能力を発揮していても、システム全体として動い
ているかの点検・調整を行うことが必要。

2  課 題 1  現 状 

福祉保健所圏域をそれぞれ2～3ブロックに分け、
1ブロック2年計画で地域包括ケアシステムの構築を推進

地域包括支援センター 市町村の担当課

ケアマネージャー

その他の
ステークホルダー

医療関係者

 推進監・推進企画監が中
心となってブロックごとに
主な関係者を集め「地域包
括ケア推進協議体」を設置
し、左記ポイント①②等の
取り組みを推進

サロン体操教室

生活支援事業
（市町村事業）

受
診

医療機関

関係者が連携した
サービスの提供と

不足する支援の検討

各フェーズ間の結節点における
「つなぎ」を担う人材の明確化と育成

推進体制

在宅サービス

施設サービス

相談

左記ポイント③等の
取り組みを推進

推進監を中心とした
県福祉保健所

「地域包括ケア推進監等」を
福祉保健所圏域ごとに配置
⇒地域包括支援センターとと 
 もに推進協議体の体制構
 築・会議運営や地域資源の
 現状把握等を実施

必
要
な
支
援
へ
の
つ
な
ぎ

支援を必要とする人
の情報のつなぎ

訪
問
等
に
よ
る

把
握

支援が必要な高齢者
を把握するための

仕組みづくり

地域包括ケアシステム
推進協議体

※H30年度は、各圏域1ブロックから実施
⇒H31年度以降は、そのノウハウを生かしてその他のブロックへ拡大

地域包括支援センターの機能強化

【大目標Ⅱ】 高知版地域包括ケアシステム構築のための推進体制の強化

ブロックに属する市町村ごとの 部会

連携
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